
認定区分チェックリスト

※1 保育を必要とする事由
保護者のそれぞれが、次のいずれかに該当する必要があります。
①１ヶ月に６４時間以上働いている（家事以外）
②妊娠中または、出産後間がない（出産予定日前6週から、産後8週）
③疾病、負傷または、心身の障害のため保育ができない
④同居の親族を常時介護または、看護している
⑤震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっている
⑥求職活動を継続的におこなっている（求人情報を閲覧するのみは該当しない）
⑦就学または、職業訓練を受けている
認定申請時には、上記を証明する書類の添付が必要となります。
※2 預かり保育
幼稚園での教育時間の前後、夏休み期間中などに行う在園児を対象とした保育活
動（各園により実施状況は異なりますので、詳しくは各園にお尋ねください。）

「１号認定」に該当する場合は、様式第10号の1（白色）

「２号・３号認定」に該当する場合は、様式第10号の2（水色）
上記のフローチャートで

を提出してください。
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※幼稚園での教育時間の前後、夏休み期間中などに行う在園児を対象とした保育活動

３～５歳児

こどもの年齢は？

市民税非課税
世帯ですか？

満３歳児

は い

施設等利用給付
３号認定

「保育を必要とする事由」に該当し、預かり保育※を利用して
いますか（しますか）？

施設等利用給付
２号認定

いいえ

施設等利用給付
１号認定

スタート

いいえ は い

施設等利用給付
１号認定

※預かり保育利用不可

認定区分
確認しよう♬

提出書類：様式第１０号の１（白色）

提出書類：様式第１０号の２（水色）

提出書類：様式第１０号の２（水色）提出書類：様式第１０号の１（白色）

３歳の誕生日のあと、
最初の3月31日までの間


